
２００８．　．　（　） １２ １１６ 町田市コールセンター町田市コールセンター��０４２・７２４・５６５６　番号間違いにご注意下さい

▲清水康之氏

両

親

学

級

○
対
象　

初
産
の
妊
婦
さ
ん
と
そ

の
夫

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
午
後

１２

２０

２
時
〜
４
時

○
内
容
・
講
師　

講
話
「
初
め
て

の
妊
娠
・
出
産
」
＝
尾
崎
医
院
・

尾
崎
周
一
氏
、
「
先
輩
パ
パ
・
マ

マ
の
話
」
＝
子
育
て
中
の
夫
婦

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

３０

【
先
輩
パ
パ
・
マ
マ
募
集
】

　

は
じ
め
て
の
赤
ち
ゃ
ん
を
妊
娠

中
の
パ
パ
と
マ
マ
に
、
子
育
て
を

し
て
嬉
し
か
っ
た
こ
と
、
大
変
だ

っ
た
こ
と
、
夫
婦
で
協
力
し
た
こ

と
等
を
お
話
し
し
て
い
た
だ
け
る

方
を
募
集
し
ま
す
。

○
対
象　

４
か
月
〜
１
歳
の
お
子

さ
ん
の
ご
両
親

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
午
後

１２

２０

３
時
〜
４
時

◇

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課

（
��
７
２
５
・
５
４
２
２
）
へ
。

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

○
対
象　

妊
娠　

週
〜　

週
の
初

１６

２７

妊
婦

※　

週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
に

２７
直
接
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
日
時　

１
月
６
日
（
火
）
午
後

１
時
〜
２
時　

分
受
付
（
所
要
時

１０

健康づくり講習会日程表
内　容日　時

・医師の話「メタボリックシンドロームと検査値」
・栄養士の話「ダイエット作戦」

１月１４日（水）
１３：３０～１６：００

・調理実習１月２１日（水）
９：３０～１２：３０

・個別相談「私の目標」１月２８日（水）
午前または午後

・運動の話と実技　・グループワーク２月４日（水）
１３：３０～１６：００

・運動の話と実技　・ストレスについて２月２５日（水）
１３：３０～１６：００

・何食べる？　・まとめ３月２５日（水）
１３：３０～１６：００

【
ダ
イ
エ
ッ
ト
ヘ
ル
シ
ー
６
日
間

コ
ー
ス
】

　

内
臓
脂
肪
を
減
ら
す
た
め
に
、

生
活
習
慣
の
見
直
し
を
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

　

左
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

○
対
象　

Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
体
重　

÷
身

kg

長
m
÷
身
長
m
）　

以
上
、
血
液

２５

検
査
結
果
が
わ
か
る
健
康
診
査
結

果
票
を
お
持
ち
の
方
で
全
日
程
参

加
で
き
る
方

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
定
員　
　

人
（
抽
選
）

２４

健
康
づ
く
り
講
習
会

　

い
の
ち
を
守
る
た
め
に
、
み
ん

な
で
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
こ
う

　

自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
い

の
ち
を
、
み
ん
な
で
つ
な
が
り
な

が
ら
守
っ
て
い
こ
う　

〜
ラ
イ
フ

リ
ン
ク　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
抜

粋
〜

　

自
殺
防
止
の
た
め
に
何
が
で
き

る
の
か
一
緒
に
考
え
、
私
た
ち
の

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ

一
人
ひ
と
り
の
か
け
が
え
の

な

い

命

を

大

切

に

��������	
���
��������	
����

　福祉用具の購入をしたときや住宅改修を行ったときの給付費の支給方法には、一
度利用者が施工業者へ全額を支払い、後から保険対象分の９割を市から支払いを受
ける「償還払い」という方法と、利用者が保険対象額の１割のみを施工業者に支払
う「受領委任払い」という方法の２つがあります。受領委任払いでは、保険対象額
の９割は、市から施工業者へ直接お支払いしています。市では、受領委任払いの方
法を利用者が安心して利用できるように整備を進めてきました。
　来年度からは、受領委任払いを扱える事業者は、市に登録した事業者のみとなり
ます。４月以降の利用の際には、登録された事業者かどうかをケアマネジャーにご
確認のうえご利用下さい。

���������	
�������
　２００９年４月から、受領委任払い（利用者から１割分の支払いを受け、９割分を市
に請求）の方法で住宅改修を行うことができる事業者は、市と協定を結び事業者登
録している事業者のみとなります。登録しない場合には償還払い（利用者から全額
の支払いを受け、利用者が市に保険対象の９割分を請求）による住宅改修のみ可能
となります。
　事業者登録に必要となる研修会を下記のとおり行いますので、登録を希望される
事業者の方は必ずご参加下さい。
○期日　１月２１日（水）、２７日（火）
○時間　午後６時３０分～９時３０分
○会場　健康福祉会館４階　講習室
※参加は１事業所１人まで、また参加人数により、日程調整をする場合があります。
※車での来場はご遠慮下さい。
○申し込み　１２月１９日までに電話で高齢者福祉課へ。
※住宅改修の事業者登録のための研修会は今年度２回、次年度より年１回を予定し
ています。

　

□問 高齢者福祉課��７２１・３１３６

町田市経営会議の概要を公表しています
□問 経営改革室��７２４・２５０３

　市では、市の経営方針や重要政策等に関する事項の決定・確認を行うため
に、町田市経営会議を設置しています。市長、副市長をはじめとする構成員１０
人、幹事７人で組織されており、会議には議題に関連する部の部長、その他関
係職員が出席します。
　会議の開催日時、出席者、案件名、提案の概要、主な意見、審議結果を公表
しており、２００８年４月から１０月までに行った審議の概要は、町田市ホームペー
ジでご覧いただけます。また、市政情報やまびこで閲覧できます。

子

宮

が

ん

（

頸

部

）

検

診

の
実
施
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
検
診
内
容　

問
診
、
視
診
、
内

診
、
検
体
採
取
検
査
（
頸
部
）

※
子
宮
筋
腫
等
で
子
宮
手
術
を
受

け
た
方
は
、
細
胞
が
採
取
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
医

師
と
相
談
の
う
え
、
検
診
を
受
け

て
下
さ
い
。

○
受
診
方
法　

健
康
手
帳
（
お
持

ち
で
な
い
方
に
は
医
療
機
関
で
交

付
し
ま
す
）
、
保
険
証
等
を
お
持

ち
に
な
り
、
医
療
機
関
の
一
般
診

療
時
間
内
に
受
診
し
て
下
さ
い
。

※
健
康
課
に
申
し
込
む
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
検
診
日
時
が
決
め
ら
れ
て
い
る

医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
下
さ
い
。

○
結
果
通
知　

受
診
し
た
医
療
機

関
で
結
果
説
明
を
し
ま
す
の
で
、

直
接
聞
き
に
行
っ
て
下
さ
い
。

○
費
用　

１
０
０
０
円

○
支
払
方
法　

受
診
す
る
際
に
医

療
機
関
に
現
金
で
お
支
払
い
下
さ

い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
方

○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
医
療
機
関
の
窓
口
で
渡
さ
れ
る

受
診
票
で
、
当
日
、
負
担
・
非
負

担
の
届
け
出
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

健
康
課
��
７
２
５
・
５
１
７
８

　

町
田
市
医
師
会
の
協
力
で
実
施

す
る
も
の
で
す
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等

で
検
診
の
機
会
の
な
い
、　

歳
以

２０

上
の
女
性
の
方

○
受
診
期
間　

４
月
〜
２
０
０
９

年
３
月　

日
（
年
度
内
１
回
）

３１

○
会
場　

町
田
市
医
師
会
加
入
の

実
施
医
療
機
関
（
医
療
機
関
の
ご

案
内
は
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

��
７
２
４
・
５
６
５
６
に
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。
な
お
、
医
療
機

関
一
覧
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
）

※
町
田
市
民
病
院
は
、
一
次
検
診

○
申
し
込
み　

１
月
５
日
ま
で
に

電
話
で
健
康
課
（
��
７
２
５
・
５

１
７
８
）
へ
。

※
保
育
ご
希
望
の
方
は
申
し
込
み

時
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

ん
か
。

○
日
時　

１
月　

日
（
土
）
午
後

２４

２
時
〜
４
時
（
１
時　

分
か
ら
受

３０

付
）

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

ホ
ー
ル

○
内
容
・
講
師　

こ
こ
ろ
の
健
康

に
つ
い
て
・
自
殺
の
現
状
等
に
つ

い
て
の
講
習
会
＝
（
特
）
自
殺
対

策
支
援
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
フ
リ
ン
ク

代
表
・
清
水
康
之
氏

○
定
員　

１
８
０
人
（
申
し
込
み

順
）

○
申
し
込
み　

１
月　

日
ま
で
に

２１

電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
��
７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

□問
 

健
康
課
��
７
２
５
・
５
１
７
８

○
対
象　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方

○
日
時　

１
月　

日
（
土
）
午
後

１７

６
時　

分
（
午
後
６
時
開
場
）

３０

○
会
場　

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
ホ

ー
ル

○
出
演
者　

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
＝
中

川
鉄
也
、
松
本
安
津
美
、
内
山
厚

志
、
橋
田
は
る
な
、
ピ
ア
ノ
＝
服

部
真
由
子

○
曲
目　

（
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
）
ク

ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
た
め
の
ラ
プ

ソ
デ
ィ
ー
ほ
か

○
定
員　

１
５
４
人
（
抽

選
）

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ

に
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
参
加
希
望
人
数
（
２
人

ま
で
連
記
可
）
を
明
記
し
、
１
月

６
日
ま
で
（
必
着
）
に
、
ま
ち
だ

中
央
公
民
館
サ
タ
デ
ー
コ
ン
サ
ー

ト
係
（
〒　

－

０
０
１
３
、
原
町

１９４

田
６－

８－

１
、
��
７
２
８
・
０

０
７
１
）
へ
。

※
未
就
学
の
方
は
入
場
で
き
ま
せ

ん
。

※
附
室
か
ら
の
親
子
鑑
賞
を
ご
希

望
の
方
（
３
組
ま
で
）
は
そ
の
旨

を
ハ
ガ
キ
に
明
記
し
て
下
さ
い
。

�
�
�
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�
�
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��
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
魅
力
Ⅱ

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
魅
力
Ⅱ
��

－－

中
川
鉄
也
と
仲
間
た
ち

中
川
鉄
也
と
仲
間
た
ち－－

２００８年度町田市経営会議　４月～１０月の審議案件

件　　　　名期　　　　日

町田市都市計画マスタープラン改定について５月２６日

行政財産（本庁舎駐車場、第２駐車場、中町第三庁舎駐車場）の公
募貸付（有料化）について６月３０日

スポーツ振興計画の策定について７月１４日

町田市の保健所設置・運営についての基本的な考え方８月１８日

平成２１年度（２００９年度）予算編成方針について９月１日

「町田市保育運営費徴収条例　徴収基準額表」の改定について９月２９日

（仮）日本フットパス協会の設立について１０月６日

（仮称）町田市観光コンベンション協会の設立について

１０月２７日

町田市産業振興基本条例案の策定について

（仮称）町田市市街化調整区域の土地利用に関する条例（案）の考
え方について

（仮称）町田市景観条例（案）の考え方について

「事業仕分け」の総合評価及び事業の方向性について

間
約
１
時
間
）

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
歯
科
健
康
診
査
・
歯
科
相

談
、
正
し
い
歯
の
み
が
き
方

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１５

○
申
し
込
み　

電
話
で
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
��
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

□問
 

健
康
課
��
７
２
５
・
５
４
１
４

▲中川鉄也


